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「就職活動のための特定活動」ビザの要件 簡易チェックシート
～卒業後に就職活動を継続したい場合～

現在の在留資格は「留学」である

①在学中から就職活動をしていなかった場合
②在籍校から推薦状が発行してもらえない場合
③1年分の生活費相当の貯えがない場合

「就職活動のための特定活動」の要件を満たさず、
申請は許可になりません。

在籍校は、日本語学校である

在籍校は、大学院・大学・短期大学・高等専門学校である

在籍校から「推薦状」を発行してもらえた

在学中から就職活動をしていた

1年間の生活費を賄える貯蓄などがある

在留資格「就職活動のための特定活動」の要件を満たしており、許可になる可能性が高いです。
今すぐ、無料相談にお申し込みください。

母国で大学以上を卒業し、
「学士」以上の学位を持っている

日本語学校卒業の方は大学卒業以上の
学歴がないと「就職活動のための特定活動」の
対象外です。

「留学」の在留資格でない方は
「就職活動のための特定活動」の対象外です。
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